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米
軍
属
の
範
囲
に
関
す
る
質
問
主
意
書

沖
縄
県
う
る
ま
市
で
二
〇
一
六
年
四
月
、
会
社
員
の
女
性
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
で
は
、
那
覇
地
裁
が
元
米
軍
属
の
被
告
に
二

〇
一
七
年
十
二
月
、
無
期
懲
役
の
判
決
を
下
し
、
次
い
で
、
二
〇
一
八
年
一
月
に
遺
族
へ
の
損
害
賠
償
を
命
じ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
米
側
は
、
元
米
軍
属
の
被
告
が
米
軍
と
直
接
の
雇
用
関
係
に
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
日
米
地
位
協
定
で
補
償
対
象
と
な

る
「
被
用
者
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
支
払
い
を
拒
否
し
た
。

最
終
的
に
は
、
米
側
に
よ
る
「
自
発
的
、
人
道
的
な
支
払
い
」
に
よ
り
、
日
本
側
は
一
九
九
五
年
の
少
女
乱
暴
事
件
を
き
っ

か
け
に
創
設
さ
れ
た
「
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
見
舞
金
」
に
よ
る
不
足
分
の
支
払
い
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
米
側
は
、
被
告
を
日
米
地
位
協

定
第
十
八
条
六
項
の
「
被
用
者
」
と
見
な
し
て
お
ら
ず
、
協
定
上
の
補
償
対
象
と
し
て
い
な
い
の
で
、
今
後
も
、
軍
属
が
関
係

す
る
事
件
事
故
に
お
い
て
、
軍
属
が
持
つ
地
位
協
定
上
の
免
責
特
権
を
享
受
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
補
償
義
務
に
は
応
じ
な
い

と
い
う
問
題
が
生
じ
る
懸
念
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
地
位
協
定
上
の
問
題
が
起
こ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
地
位
協
定
の
改
定
に
よ
る
解
決
を

米
側
に
提
起
し
て
来
な
か
っ
た
日
本
政
府
に
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

日
米
地
位
協
定
上
の
定
義
の
問
題

一



日
米
地
位
協
定
第
一
条
⒝
は
、
「
『
軍
属
』
と
は
、
合
衆
国
の
国
籍
を
有
す
る
文
民
で
日
本
国
に
あ
る
合
衆
国
軍
隊
に
雇

用
さ
れ
、
こ
れ
に
勤
務
し
、
又
は
こ
れ
に
随
伴
す
る
も
の
（
通
常
日
本
国
に
居
住
す
る
者
及
び
第
十
四
条
�
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
を
い
う
。
（
後
略
）
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
定
義
で
は
、
い
か
な
る
も
の
が
日
米
地
位
協
定
上
の
軍
属
に
該

当
す
る
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
一
般
的
基
準
を
設
け
る
こ
と
が
難
し
い
。
特
に
「
勤
務
」
、
「
随
伴
」
の
判
定
が
難
し
い
の

で
、
結
果
的
に
、
具
体
的
ケ
ー
ス
に
当
た
っ
て
合
理
的
に
判
断
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。

こ
の
軍
属
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
米
地
位
協
定
の
大
き
な
特
徴
は
、
非
常
に
あ
い
ま
い
に
書
か

れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
の
解
釈
や
運
用
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
第
二
十
五
条
に
定
め
る
「
日
米
合

同
委
員
会
」
と
い
う
機
関
の
合
意
内
容
を
待
た
な
け
れ
ば
、
何
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

�

米
軍
が
他
の
主
要
な
同
盟
国
と
締
結
し
て
い
る
地
位
協
定
で
、
日
米
地
位
協
定
の
よ
う
に
規
定
が
曖
昧
で
、
そ
の
正
確

な
意
味
が
、
問
題
の
あ
る
た
び
に
開
か
れ
る
合
同
委
員
会
等
の
機
関
の
協
議
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
事
例
は
存
在
す
る
の

か
。
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
事
例
に
つ
い
て
政
府
の
承
知
す
る
該
当
国
名
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

�

二
〇
一
七
年
一
月
十
六
日
、
軍
属
の
範
囲
を
明
確
化
す
る
と
し
た
補
足
協
定
が
締
結
さ
れ
た
が
、
補
足
協
定
本
文
に
軍

属
の
定
義
は
な
く
、
結
局
、
補
足
協
定
が
締
結
さ
れ
た
の
と
同
じ
日
に
日
米
合
同
委
員
会
が
開
か
れ
、
八
つ
の
「
カ
テ
ゴ

二



リ
ー
」
の
者
を
軍
属
と
認
定
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
「
合
衆
国
軍
隊
の
任
務
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ

り
、
か
つ
、
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
高
度
な
技
能
又
は
知
識
を
有
し
て
い
る
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
」
で
あ

る
。日

本
と
同
じ
く
連
合
国
と
戦
っ
た
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
に
米
軍
が
駐
留
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
北
大
西
洋
条
約
機
構

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
地
位
協
定
で
は
、
軍
属
を
「
締
約
国
の
軍
隊
に
随
伴
す
る
文
民
で
、
そ
の
締
約
国
の
軍
隊
に
雇
用
さ
れ

て
い
る
者
」
（
第
一
条
）
と
明
確
に
定
義
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
軍
隊
に
「
雇
用
さ
れ
る
」
者
と
は
、
米
軍
と
個
人
が
直
接
的
な
契
約
関
係
に
あ
り
、
米
軍
が
そ
の
個
人
に
対

し
て
懲
罰
等
の
監
督
責
任
を
負
う
こ
と
を
意
味
し
、
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
」
は
含
ま
な
い
。

し
か
し
、
日
米
地
位
協
定
で
は
、
雇
用
関
係
が
な
く
、
米
軍
が
業
務
上
の
監
督
責
任
を
完
全
に
負
え
な
い
個
人
ま
で
軍

属
に
含
む
こ
と
が
可
能
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
他
の
主
要
同
盟
国
と
の
米
軍
の
地
位
協
定
で
、
「
コ
ン
ト

ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
」
ま
で
軍
属
に
含
ん
で
い
る
事
例
は
存
在
す
る
の
か
。
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
事
例
に
つ
い

て
政
府
の
承
知
す
る
該
当
国
名
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

二

軍
属
補
足
協
定
に
つ
い
て

三



�

二
〇
一
七
年
一
月
十
六
日
に
締
結
さ
れ
た
軍
属
補
足
協
定
は
、
軍
属
に
関
わ
る
犯
罪
の
抑
止
、
特
に
、
コ
ン
ト
ラ
ク

タ
ー
の
被
用
者
が
軍
属
と
し
て
特
権
を
享
受
し
て
い
る
現
状
を
改
め
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
今
回
の
米

軍
属
に
よ
る
女
性
暴
行
殺
害
事
件
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
役
立
っ
た
の
か
、
具
体
的
に
説
明
願
い
た
い
。

�

軍
属
補
足
協
定
を
受
け
て
日
米
合
同
委
員
会
が
発
表
し
た
合
意
に
よ
り
、
軍
属
の
具
体
的
な
範
囲
が
明
確
に
な
っ
た
こ

と
で
、
二
〇
一
六
年
末
時
点
で
約
七
三
〇
〇
人
と
約
二
三
〇
〇
人
だ
っ
た
軍
属
と
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
が
二
〇
一

七
年
十
月
末
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
〇
四
八
人
、
二
三
四
一
人
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
数
字
は
個
人
名
ま
で
特

定
し
た
数
字
で
あ
る
の
か
。
前
者
は
、
単
な
る
推
計
値
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
後
者
の
数
字
は
、
個
人
を
特
定
し
て
積
み
上
げ
た
数
字
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
事
件
事
故
が
起
こ
る
と
、

今
回
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
米
軍
が
軍
属
と
し
て
事
後
的
に
認
め
な
い
事
態
は
あ
り
得
る
の
か
。
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、

補
足
協
定
が
あ
っ
て
も
、
結
局
、
米
軍
が
最
終
的
な
決
定
権
を
持
つ
と
い
う
体
制
に
全
く
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
そ
の
点
で
は
、
補
足
協
定
に
協
定
と
し
て
の
法
的
意
味
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。
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